
マイナンバーカードマイナンバーカード
自宅でらくらく自宅でらくらく
申請・受取サービス申請・受取サービス
を実施しています！を実施しています！

　市役所職員が自宅などに伺い、マ
イナンバーカードの申請手続きをお
手伝いしています。市役所へ来るこ
となくマイナンバーカードを取得で
きますので、この機会にぜひ、利用
してください。
　詳しくは、本市民課（TEL㉒２４５９）へ。

実
施
日
時
　開
庁
日
の
午
前
９
時

30
分
～
午
後
４
時

対
象

　市
内
に
住
民
票
が
あ
る
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
初
め
て
申

請
す
る
人
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の

要
件
に
該
当
す
る
人

▽
身
体
が
不
自
由
な
人

▽
未
就
学
児
お
よ
び
そ
の
子
育
て

を
し
て
い
る
人

▽
高
齢
で
移
動
手
段
の
確
保
が
難

し
い
等
の
理
由
か
ら
外
出
が
困
難

で
、
市
役
所（
本
庁
舎･

各
行
政
セ

ン
タ
ー
）ま
た
は
商
業
施
設
等
で

実
施
し
て
い
る
申
請
サ
ポ
ー
ト
に

出
向
く
こ
と
や
オ
ン
ラ
イ
ン･

郵

送
な
ど
で
の
申
請
が
困
難
な
人

申
込
方
法

　申
請
を
希
望
す
る
人

の
氏
名
、
住
所
、
希
望
日
時
、
申

請
人
数
、電
話
番
号
を
、電
話（
㉒

２
１
２
３
）ま
た
は
メ
ー
ル（shi

m
in@
city.shibukaw

a.gun
m
a.jp

）で
市
民
課
へ

❶

❷

❸

❹

ご
自
宅
で

申
請
で
き

ま
す
よ
！

ピンポー
ン！え

っ
！？
家
で
？

※
電
話
の
受
付
時
間
は
、
開
庁
日

の
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

受
け
取
り
ま
で
の
流
れ

　申
込･

予
約
調
整
後
、
予
約
日
時
に
職
員

が
自
宅
へ
訪
問
し
、写
真
撮
影（
無

料
）、
本
人
確
認
、
申
請
受
付
を

し
ま
す
。
１
～
２
カ
月
後
、
カ
ー

ド
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
ら
、
住

民
票
の
住
所
宛
て
に
本
人
限
定
郵

便
で
送
付
し
ま
す
の
で
、
自
宅
で

受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い

そ
の
他

　▽
申
し
込
み
は
、
１
人

か
ら
可
能
で
す

▽
申
請
当
日
は
、
本
人
確
認
書
類

が
必
要
で
す
。
必
要
な
本
人
確
認

書
類
が
そ
ろ
わ
な
い
場
合
で
も
申

請
は
可
能
で
す
が
、
カ
ー
ド
受
け

取
り
の
際
に
市
民
課
窓
口
へ
の
来

庁
が
必
要
と
な
り
ま
す

▽
介
助
者
の
同
席
を
お
願
い
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ID

　１
０
１
３
４

■
事
業
所
や
各
種
施
設
へ
も

出
張
申
請
を
実
施
し
て
い
ま
す

実
施
日
時

　開
庁
日
の
午
前
10
時

～
午
後
４
時（
上
記
以
外
の
時
間

に
つ
い
て
は
要
相
談
）

対
象

　お
お
む
ね
５
人
以
上
の
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
が

初
め
て
の
人
の
申
請
が
見
込
ま
れ

る
団
体

▽
市
内
に
事
業
所･

事
務
所
等
を

置
く
企
業
な
ど

▽
市
内
の
自
治
会
、
サ
ー
ク
ル
等

の
団
体
な
ど

▽
学
校
、
幼
稚
園
、
保
育
園
な
ど

▽
そ
の
他
の
施
設
な
ど

▽
市
内
に
住
民
票
の
あ
る
人
５
人

以
上
の
集
ま
り

申
込
方
法

　出
張
申
請
申
込
書
と

申
請
者
名
簿（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
あ
り
ま
す
）を
、
実
施
希
望
日

の
２
週
間
前
ま
で
に
、
市
民
課
へ

郵
送（
〒
３
７
７
‐
８
５
０
１･

石

原
80
）ま
た
は
持
参
す
る
か
、
左

の
専
用
フ
ォ
ー
ム
に
添
付
し
て
申

し
込
み

申
込
要
件

　▽
申
込
団
体
に
お
い

て
、
会
議
室
や
机
、
椅
子
、
電
源

（
コ
ン
セ
ン
ト
）、
駐
車
場
を
用
意

で
き
る

▽
出
張
先
が
個
人
宅
で
な
い

▽
申
請
者
本
人
が
会
場
に
来
る
こ

と
が
で
き
る（
15
歳
未
満
の
人
と

成
年
被
後
見
人
は
、
法
定
代
理
人

の
同
行
が
必
要
で
す
）

▽
申
込
団
体
に
お
い
て
、
申
請
者

の
誘
導･

案
内
が
行
え
る

▽
申
請
者
本
人
が「
本
人
限
定
受

取
郵
便
」で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
受
け
取
り
が
で
き
る

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ID

　８
８
６
１

マイナンバーカードをマイナンバーカードをまだ持っていない人へまだ持っていない人へ

市民課の
職員です！

申
請
は
そ
の

場
で
可
能
で

す
。
市
役
所

に
行
く
必
要

は
あ
り
ま
せ

ん
！

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

作
り
た
い
け
ど
…
市
役
所

ま
で
行
け
な
い
…

カ
ー
ド
は
後
日
、

自
宅
に
届
き
ま
す

助
か
る
～
！
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